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お寄せください。  

 

 

１）高齢者が楽しみながら 

健康維持できる推進事業         

２）歴史と自然を守り 

伝統文化の伝承 

３）住民どうしのつながりと 

   安全・安心なまちづくり 
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 大島校区避難訓練の結果について 

大島連合自治会長 近藤 武 

 

 新緑の爽やかな時候の下、地域の皆様におかれましては益々ご健勝のことと、お喜び申し上げます。 

 日頃から大島連合自治会活動にご協力・ご支援をいただき誠にありがとうございます。 

 さて、先般行いました「災害から生命を守る大島避難訓練」に多数(85 名)の参加者で～自分の命は自分で守る～災害

はいつどこで起こるか分かりません、突然災害が起こっても、すばやく安全に避難できるように、日頃から訓練を積ん

でおくための初めての開催でした。開催実施に当たり新居浜市当局・(株)ミドリ安全・(株)ジェイコム事業開発部のご支

援・ご協力と、地元自治会役員が一致協力して次のような訓練を行いました。要避難支援者を車椅子、リヤカーでの支

援・トイレ組み立て・ガスパワー発電機・AEDの取り扱い訓練・炊き出し実習等初期の目的が達成できました事に対し

感謝申し上げます。 

 今回の避難訓練の実施結果を踏まえまして、28 年度も大島連合自主防災組織が実施主体となって「地域の特性を念頭

にした訓練」を計画いたします。 

 自主防災対策は、自助・共助・公助を基本に地域住民が自分たちの地域は自分たちで守る、との自覚と連帯感を共有

し安全な時こそ、災害に備えることが必要であります。大島連合自治会と自主防災組織が連携し、安全・安心な地域づ

くりのため積極的に取組んで参る所存です。 

 

 
 

 

 

 うららかな春日和となりました。校区の皆様におかれまし

ては、ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。 

 さて、平成２８年度センター事業で、『いきいき健康ウォ

ーキング』を実施いたします。校区の皆様のご参加をお願い

いたします。 

記 

★日 時：平成２８年５月１３日（金） 

※10時 15分の渡海船に乗船（集合場所：待合所前） 

★場 所：黒島海浜公園 

★申込締切：平成２８年５月９日（月） 

★参加費：なし 

※参加される方はお手数ですが、交流センターまで申込書を

ご持参ください。 

以上 

             切り取り線 

『いきいき健康ウォーク』参加申込書 

               （実施日：平成２８年５月１３日） 

氏  名  

住  所  

電話番号  

 

 

 

 

 ６月１０日（金）、施設見学を実施します。参加して

いただける方は、交流センターまで申込をお願いしま

す。 

記 

◎日 時：平成２８年６月１０日（金） 

    ※８時１５分の渡海船にご乗船下さい。 

◎場 所：西予市卯之町見学（宇和民具館他） 

◎申込締切：平成２８年５月１６日（月） 

◎参加費：２，５００円 

※先着２０名とさせていただきます。 

※参加費を添えて交流センターまで、ご持参ください。 

以上 

切り取り線 

施設見学参加申込書 

（実施日：平成２８年６月１０日） 

氏  名  

住  所  

電話番号  

◎参加費：２，５００円 

『施設見学参加者募集』について 

 

 

 

 

いきいきウォーキング参加者募集 
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 ３日（月） 憲法記念日 

 ４日（火） みどりの日  休館日 

 ５日（水） こどもの日 

 ８日（日） 母の日 

 ９日（月） 主事部会 

１０日（火） 館長部会 

１３日（金） 講座：いきいきウォーキング 

２０日（金） 主事補部会 

 

 

 

【光化学スモッグについて】 

 毎年、５月から９月が、光化学スモッグが発生しやすい時期とい
われています。 

 万一、光化学スモッグ注意報が発令された場合には、次のことに
ついてご配慮お願い申し上げます。 

  

１ 光化学スモッグが発生しやすい状況 

  ・日差しが強い。気温が高い。風が弱い。 

  ・遠くの山や建物がかすんで見えにくい日は要注意です。 

２ 光化学スモッグ注意報発令時に気をつけていただくこと 

・なるべく屋外には出ないようにし、激しい運動は避ける。 
・目やのどに刺激を感じた場合は、洗眼、うがい等し、屋内で
安静にする。（窓を閉める。） 

・洗眼やうがいをしても症状がよくならない時は、医師の診察
を受ける。 

 

【微小粒子状物質（PM2.5）について】 

 東予地域において、微小粒子状物質（PM2.5）の濃度が国の暫定
指針値である日平均値が１立方メートルあたり７０マイクログラ
ムを超えると予測される場合に、愛媛県が注意喚起を実施します。 

  

１ 注意喚起する時間帯 

  (1)午前８時ごろ・・・屋外で活動する機会の増える日中の行
動の目安として 

(2)午後１時ごろ・・・日中の濃度上昇を考慮し、午後からの
活動に備えて 

※ただし、(1)により注意喚起を実施した場合には、(2)の注意 
喚起は実施しません。 

２ 注起喚起があった日の行動の目安 

  ・なるべく外出や屋外での激しい運動は控える。 
  ・呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等において

は、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。 
  ・部屋の換気や窓の開閉を必要最小限にし、外気の屋内への侵

入を減らし、その吸入を減らす。 

 

 

 

 

 
 

  

  

愛媛県地震被害調査では、南海トラフ巨大地震に

よる屋内転倒落下物等による死者は、家具等の転倒

防止対策の実施により約７分の２に軽減されると

想定されます。 

このようなことから、高齢者などの世帯を対象

に、家具転倒防止等推進事業を実施しています。 

安全な住まいづくりの第１歩として、是非ご活用

ください。 

対象世帯 

市内に居住し、次のいずれかに該当する人のみ世帯 

① 6５歳以上の人 

② 介護保険法に基づく、要介護度が要支援１、

２または要介護１～５の認定を受けた人 

③ 身体障害者手帳１、２級を所持している人 

④ 療育手帳を所持している人 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳を所持している人 

 

内  容 

 １世帯につき、家具固定器具３点及びガラス飛散

防止フィルム４枚の施工に係る費用を市が負担し

ます。 

 家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの

購入に要する費用を負担していただきます。 

 

申  込 

家具転倒防止等推進事業申請書に必要事項を記

入し、防災安全課へ提出をしてください。（郵送可） 

 詳細は、防災安全課までお問い合わせください。 

新居浜市役所 市民部 防災安全課 

TEL（０８９７）６５－１２８２ 

FAX（０８９７）３３－５１８０ 

      

 

 

家具を固定し地震被害を防ぎましょう 

  

 

 


